


①対象区域

②広報関係

③係留船舶実態調査

④強制的な撤去措置

⑤民間マリーナ調査

⑥暫定係留施設

⑦恒久的係留保管施設

⑧重点的撤去区域の設定（河川）

⑨放置等禁止区域の指定（港湾）

⑩条例制定の要否・可否について
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▼協議会において協議・検討
 していく基本事項(10項目）

※対象区域

▼協議会対象区域

（１）前回までの協議事項



問題点：絶対的な受け皿係留施設の不足

係留場所の確保増 係留対象船舶の減
・対象船舶の絞り込み
・強制的な撤去措置

22

（１）前回までの協議事項

係留船舶数（９５１隻）

船溜り以外（６００隻） 船溜り（３５１隻）

所有者判明
（４９３隻）

所有者不明
（１０７隻）

所有者判明
（２９５隻）

所有者不明
（５６隻）
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第３回協議会資料抜粋

（１）前回までの協議事項
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第３回協議会資料抜粋

（１）前回までの協議事項
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第３回協議会資料抜粋

（１）前回までの協議事項



・アンケート送付数：５８１通

・アンケート回答数：４０５通

66

▼アンケートの結果

回答率
約70%

１）アンケート調査の実施

係留船舶数
９５１隻

所有者判明
７８８隻

所有者不明
１６３隻

小型船舶
５４８隻

漁船
２４０隻

所属漁協が地元以外
２０隻

所属漁協が地元
２２０隻

▼アンケート対象の抽出

アンケート対象
５６８隻

アンケート送付数：５８１通

・対象区域に係留している船舶のうち、

→所有者の判明している小型船舶
（プレジャーボート、遊漁船）

→所属漁協が地元以外の漁船

船舶の使用目的を把握するため、平成22年

 
10月、船舶所有者の方へのアンケート調査

 
を実施しました。

▼アンケートの対象

共有名義あり

（２）報告事項

※１０月末時点
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１）アンケート調査の実施
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▼強制的な撤去措置位置図

２）強制的な撤去措置

港湾管理者（三重県）：H23.1.20実施(№1)
H22.12.27実施(№2,3)

河川管理者（国）：H22.12.27実施(№4,5,6)

№1
№2

№3

№4

№5

№6

平成２２年１月・・・・２隻
平成２２年５月・・・・２隻
平成２２年１２月・・・５隻
平成２３年１月・・・・１隻

強制撤去の実績
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▼第３回協議会開催の
三重河川国道事務所ホームページ掲載

▼第３回協議会開催の新聞記事

伊勢新聞(H22.7.28)

中日新聞(H22.7.28)

伊勢ケーブルテレビでも放映

３）広報関係



1010

３）広報関係

中日新聞［朝刊・伊勢志摩版］(H22.12.28) ▼強制的な撤去措置の
三重河川国道事務所ホームページ掲載

▼強制的な撤去措置の新聞記事



①はい 372 ①漁業 14 ①受けている 347

②いいえ 27 ②レジャー 328            いるか？ ②受けていない 23

未回答 6 ③公共・公益目的 4 ③対象ではない 0

④漁業以外の生計目的 7 未回答 2

⑤その他 17

未回答 2

①今後も所有する 291 ①車 220 ①路上駐車 39

②廃棄する 17 ②バイク 22 ②駐車場利用 110

③売却・譲渡等 20 ③自転車 41 ③その他 68

④未定 30 ④徒歩 68 未回答 3

⑤その他 0 ⑤公共交通手段 5

未回答 14 未回答 16

問２（３）今後の予定は？ 問２（４）交通手段は？ 問２（５）車の駐車は？

問１．所有している船舶か？ 問２（１）船舶の使用目的は？ 問２（２）船舶検査を受けて

問１．所有している船舶か？ 問２（１）船舶の使用目的は？ 問２（２）船舶検査を受けている
か？

問２（３）今後の予定は？ 問２（４）交通手段は？ 問２（５）車の駐車は？

（３）協議・検討事項

1111

●アンケート対象＝対象区域に係留している船舶のうち、
→所有者の判明している小型船舶（プレジャーボート、遊漁船）
→所属漁協が地元以外の漁船

●アンケート送付数＝５８１通
●アンケート回答数＝４０５通（回答率約７０％）

 

※１０月末時点

①アンケート結果
１）係留場所の確保（係留区域の設定）

※③その他＝堤防等、親戚、知人宅

※⑤その他＝交通船、
作業船など
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○船舶係留について
・違法だということで強引な撤去はしないで欲しい。
・船籍及び所有者が伊勢市内であり、きちんと管理されている船舶は現状のまま認めて欲しい。
・違法係留、放置船の撤去及び取締強化をして欲しい。
・放置されたまま管理されていない船舶を処分して欲しい。
・地元や昔から係留している等の特例で認めるのではなく、全員が同じ条件で撤去すべき。
・地元以外の船舶を排除して欲しい。

○係留施設の設置について
・安価な公共マリーナを作ってほしい（管理費１～２万円/年）
・航路、係留場所の浚渫をして欲しい。
・旅客ターミナル跡地に係留場所を作って欲しい。

○協議会について
・利用者の声を取り入れて欲しい。
・漁船だけ優遇するのでなく、伊勢志摩の海洋レジャーの発展を促進する考え方で

条件整備して欲しい。

▼問２（６）その他主な意見

①アンケート結果

１）係留場所の確保（係留区域の設定）
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アンケート結果から、小型船舶の大半がレジャー目的（３００隻以上）

民間事業者の施設へ係留する対象船舶となるが、
係留可能数（約１００隻）を大きく上回る。

使用目的から判断すると・・・

改めて、現状施設の活用について検討が必要

民間事業者の係留施設へは、
営利目的、法人所有（使用）の船舶など（約２５隻）・・・今後検討

②アンケート結果を踏まえた再検討

１）係留場所の確保（係留区域の設定）



○洪水時、高潮時における治水上の
支障のおそれが少ない区域

○船舶航行上の支障がない区域

次頁の区域について、新たな
恒久的係留保管施設が整備
されるまでの間、係留を認める
区域とする。

※占用主体が許可を受けて係留
させている船舶以外は放置船舶

1414

係留区域に船舶を係留するには、
①占用主体を決める。
②河川管理者、港湾管理者の許可を受ける。

（許可基準に基づき桟橋等係留施設の改築を要する場合がある。）

※占用主体＝公的機関
その他、適正に管理することができると協議会で認められた者

③係留区域
１）係留場所の確保（係留区域の設定）

課 題

上記課題が
クリアできれば・・・
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③係留区域
１）係留場所の確保（係留区域の設定）

現状施設の活用を認める箇所

民間事業者を活用する箇所

1

10

4
2

8

3

9

6 7

5

占用主体が決まり
許可を受けるまで
は、係留を認める
区域とはならない。
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１．今一色漁港区 ２．一色町物揚場施設

係留可能隻数（約２１０隻） 係留可能隻数（約１０隻）

③係留区域
１）係留場所の確保（係留区域の設定）
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３．一色町地先船溜まり ４．防潮水門下流左岸

係留可能隻数（約５０隻） 係留可能隻数（約１００隻）

③係留区域
１）係留場所の確保（係留区域の設定）



５．神社「海の駅」

係留可能隻数（２隻）

宮
川

大湊川

６．大湊川（宮川合流点側）

係留可能隻数（約３０隻）

③係留区域
１）係留場所の確保（係留区域の設定）

1818
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７．大湊川（五十鈴川合流点側）

係留可能隻数（約８０隻）

③係留区域
１）係留場所の確保（係留区域の設定）

民間事業者の空き数（約３０隻）

８．ゴーリキマリンヴィレッジ



③係留区域
１）係留場所の確保（係留区域の設定）

民間事業者の空き数（１０隻）

９．マリーナ伊勢

2020陸上保管の空き数
（約４０隻）

水面保管予定数
（約２０隻）

10．秀英工業
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係留対象船舶数
約６４０隻

係留可能隻数
約５８０隻

▼現在の状況

受け皿係留施設を
引き続き検討

④係留可能隻数
１）係留場所の確保（係留区域の設定）

係留船舶数
951隻

船溜り以外
600隻

船溜り
35１隻

所有者
判明

493隻

所有者
不明

107隻

所有者
判明

295隻

Ｐ３の①②③の

 

条件を
満たしている

393隻

満たして
いない
100隻

Ｐ３の①②③の

 

条件を
満たしている

249隻

撤去対象
約３１０隻

対象船舶数

約６０隻不足

〈現状施設〉
1.今一色漁港区

 

約２１０隻
2.一色町物揚場施設

 

約１０隻
3.一色町地先船溜まり

 

約５０隻
4.防潮水門下流（左岸）

 

約１００隻
5.神社「海の駅」

 

２隻
6.大湊川（宮川合流点）

 

約３０隻
7.大湊川（五十鈴川合流点）

 

約８０隻
〈民間事業者〉
8.ゴーリキマリンヴィレッジ

 

約３０隻
9.マリーナ伊勢

 

１０隻
10.秀英工業

 

約６０隻

係留可能隻数の内訳

満たして
いない
46隻

所有者
不明
56隻

※P3の①②③の条件を満たさない船舶は、
現状施設（１～７）への係留を認めない。



▼現在の状況

▼今後の予定

重点的撤去区域の拡大

 
（H23.4～予定）

2222

平成２２年１月・・・・２隻
平成２２年５月・・・・２隻
平成２２年１２月・・・５隻
平成２３年１月・・・・１隻

強制撤去の実績

所有者不明船だけではなく所有者判明船についても
所定の手続きを経て強制撤去を行っていく

係留施設への対象
とならない船舶数

↓
約３１０隻

強制撤去の対象となる船舶

①重点的撤去区域の拡大

２）今後の強制的な撤去措置
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▼重点的撤去区域(H22.4.1設定) ▼重点的撤去区域(拡大)

①重点的撤去区域の拡大

２）今後の強制的な撤去措置
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・沈没や水質事故発生の恐れのある船舶
・船舶航行に関する法令等に違反している船舶
・地元以外の船舶
・新たに係留が確認された船舶

※係留場所の確保も検討しつつ実施する。
※重点的撤去区域内の撤去対象船舶：約１００隻

重点的撤去区域の拡大

①重点的撤去区域の拡大

２）今後の強制的な撤去措置

現在の課題

撤去対象船舶数
約３１０隻

河川：勢田川排水機場
港湾：野積場

現在の保管場所

保管可能数
合計約２０隻

一挙に強制撤去を行うのは困難なため、
所有者不明船のほか、以下に示す船舶から優先的に行う



治水上の支障のおそれ、船舶航行上の支障などを考慮すると、防潮水門

 上流左岸側が適当である。（係留保管隻数については２０～３０隻程度可能。）

水上保管場所候補地

2525

②船舶保管場所の検討（案）

２）今後の強制的な撤去措置

新たに保管場所を設けることで強制撤去を早く進めることができる



全体まとめ～今後の展開

2626

●係留区域の設定

占 用 主 体

民間事業者への許可

民間事業者の施設へ
係留させる対象船舶

占用主体の決定に向けた調整

河川管理者・港湾管理者において許可
を行う

営利目的、法人所有（使用）のほか、
民間施設への係留対象船舶を選定

撤去後の保管場所

撤去対象船舶

新たな保管場所の確保を目指す

所有者判明船についても
所定の手続を経て強制撤去を始める

●重点的撤去区域の拡大

係留場所の確保増

係留対象船舶の減
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田
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等
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回
）

重
点
的
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つ
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的
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H23.2

勢
田
川
等
水
面
利
用
対
策
協
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会
（第
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回
）

係
留
区
域
に
つ
い
て
（
占
用
主
体
）

強
制
的
な
撤
去
措
置
に
つ
い
て

H23.7
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３）今後の予定
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